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はじめに─長期化の可能性を踏まえ対策を
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を防ぐために出され

ていた緊急事態宣言が5月25日に全面解除されたが、企業活動が再開され
た後も、各企業において、来るべき第2波の到来への準備を進めておくこ
とも必要である。第2波も第1波と同様であるとは限らず、感染者数が更
に増大する、期間もより長期化するなどの可能性を考えておくべきであろ
う。このような中、流行の各段階において、企業の感染拡大防止策を進め
ていく上で、産業医には企業内参謀として企業経営者や人事総務担当者に
助言・指導をしていく役割が期待される。
筆者を含む産業医有志（今井・櫻木・田原・守田・五十嵐）において、和田
耕治先生（国際医療福祉大学）の協力の下、業務上の感染リスクが高い業種
や感染拡大防止策における実務上の課題など、十分な検討が必要な企業分
野の課題につき検討し、企業向け（経営者・人事総務担当向け）に対策案を
情報配信していくプロジェクトを2020年4月から進めている（下図）。同
プロジェクトの中で企業内担当者の関心が高かったトピックや、筆者自身
が中小企業の産業医活動を行う中でよく受けた質問などを中心に、5つの
項目につき解説する。
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1. 発熱者の対応
日本国内の感染者数は7月5日時点で2万478人であり、実際に従業員
が感染した経験を持つ企業はまだまだ少数であろう。しかしながら、今後、
第2波、第3波と、感染者数が更に増大していった場合、従業員の間で感
染者が出る可能性はますます現実味を帯びてくる。さらに、冬季になると
季節性インフルエンザや感冒の患者も増え、新型コロナウイルス感染者と
の区別が困難な発熱者が多数発生することが懸念される。このような中、
各企業において、発熱者が出た場合や実際に感染者が出た場合のシミュレ
ーション（職場の消毒、濃厚接触者の対応、発熱者・感染者の復職、その間
の業務継続など）をきちんと検討しておくことが重要である。
とはいえ、厚生労働省により復職時期の目安が示されている感染者と異

なり、症状はあるもののPCR検査が陰性であった、またはPCR検査を受け
ることができなかった従業員の取り扱いについては、明確な目安もなく、
各企業において悩ましい課題であろう。特に、もともと少ない人員で運用
している職場など、あまり自宅待機期間が長すぎても本人や周囲の不利益
につながったり、短すぎても職場の集団感染を招いたりと、判断に迷うと
ころであろう。ここでは、日本渡航医学会と日本産業衛生学会が合同で公
開している新型コロナウイルス情報『職域のための新型コロナウイルス感
染症対策ガイド』（6月3日版 )を基に、主に発熱者の職場復帰時期の目安に
ついて述べる。

1-1. 発熱者本人に対する対応

▶すべての症状が消失してから72時間（3日）の自宅待機期間を持つ

▶職場復帰後も4週間程度は衛生対策の徹底と毎日の健康観察を続ける

▶職場で3つの密がないかをチェックし、極力そのような状況を避ける

▶発熱者への差別を防止する
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まず、発熱者の定義として、ここでは発熱の他、咳、咽頭痛、下痢、筋肉痛、
倦怠感、嗅覚・味覚障害などの症状を認める者も含んでいる。まん延期にお
いて、インフルエンザや感冒などと症状のみで鑑別することは難しく、軽
度の風邪症状を認める場合も自宅待機を求めることが望ましい。また、ここ
ではPCR検査を受けていない者に加え、PCR陰性者も含んでいる。しばし
ば企業の現場において混乱がみられるが、医療機関でPCR検査を受けて陰
性だったとしても、感染していないことの証明（陰性証明）にはならず、感
染している可能性のある者としてここで示す対応を行っていく必要がある。
前述の新型コロナウイルス情報（6月3日版 )では、COVID-19との診断
に至らなかった場合で自然に解熱・症状軽減した場合について、『職場に復
帰させるタイミングの目安は、①発症後に少なくとも8日が経過していて、
かつ②各種薬剤の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感な
どが消失してから72時間（3日）以降が望ましい』とされている（図1）。こ
れは感染者だったとしても8日間でウイルス量が減るためであるが（図2）、
上記を目安に考えると、PCR検査で感染が確認されなかったケース（PCR
検査陰性者を含む）において、すべての症状が消失してからも72時間（発
症後の経過が8日に満たない場合は更に不足日数分を追加）は自宅待機の
上、出社して頂く必要がある（図3）。

図1　職場復帰時期の目安①
～新型コロナと診断されなかった、発熱や風邪症状があった人～
（画像：新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会HPより[https://
note.stopcovid19.jp/n/n74204fb1d5f1]）
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